
一 頁 

 

 

○ 総 務 省 告 示 第   号 

電 波 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 四 号 ） 第 六 条 第 四 項 第 四 号 ⑷ の 規 定 に 基 づ

き 、 総 務 大 臣 が 別 に 告 示 す る 条 件 を 次 の よ う に 定 め る 。 

令 和  年  月  日 

総 務 大 臣 金 子 恭 之   

 電 波 法 施 行 規 則 第 六 条 第 四 項 第 四 号 ⑷ に 規 定 す る 条 件 は 、 次 の い ず れ か に 適 合 す る こ と と す る 。 

一 最 大 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 二 五 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ っ て 、 屋 内 又 は 屋 外 に お い て 使 用 す る も の 

二 最 大 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 二 五 ミ リ ワ ッ ト を 超 え 二 〇 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ っ て 、 屋 内 （ 列 車 内 、

船 舶 内 及 び 航 空 機 内 を 含 む 。 ） に お い て 使 用 す る も の 

 

 


